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募
集
人
員

【
試
験
区
分
】

・
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士　

５
人
程
度

・
一
般
行
政
事
務

　

（
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
定
住
者
）
若
干
名

・
一
般
行
政
事
務

　

（
自
己
ア
ピ
ー
ル
定
住
者
）
若
干
名

・
一
般
行
政
事
務

　

（
高
校
卒
業
）　
　
　
　
　

若
干
名

・
一
般
行
政
事
務

　

（
身
体
障
が
い
者
対
象
）　

若
干
名

第
一
次
試
験
日

　

９
月
17
日
（
日
）

試
験
場
所

　

受
験
票
送
付
時
に
通
知
し
ま
す
。

申
し
込
み
期
間

　

８
月
14
日（
月
）〜
8
月
25
日（
金
）

　

（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

提
出
場
所

　

人
事
課
（
郵
送
可
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
８
月
25
日
（
金
）

　

必
着

受
験
申
込
書
・
募
集
要
項

　

人
事
課
お
よ
び
各
支
所
で
配
布
し
ま

す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
な
お
、
受

験
資
格
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
募
集

要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

募
集
人
員

第
一
次
試
験
日

試
験
場
所

申
し
込
み
期
間

提
出
場
所

受
験
申
込
書
・
募
集
要
項

紙類・布類の
持ち込み回収

▲

問い合わせ　環境衛生課　☎７３－３００７ 　

ど
な
た
で
も
自
由
に
参
加
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
23
日
（
日
）

　
　
　

午
前
７
時
〜
９
時

場
所　

各
町
の
持
ち
込
み
場
所

品
目
と
出
し
方

　

新
聞
、
雑
誌
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
、
紙

パ
ッ
ク
は
、
品
目
ご
と
に
紙
ひ
も
で

十
字
に
縛
っ
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

布
類
は
、
透
明
ま

た
は
半
透
明
の
袋
に

入
れ
て
く
だ
さ
い
。

介護保険課からのお知らせ ▲

問い合わせ　介護保険課　☎73－30１７
三豊市職員を募集します ▲

申し込み・問い合わせ　人事課　☎７３－３００２

募集

　

一
生
に
一
度
の
成
人
式
。
式
に
出
席

す
る
だ
け
で
な
く
、
企
画
か
ら
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

開
催
予
定
日

　

平
成
30
年
１
月
７
日
（
日
）

応
募
資
格

　

平
成
30
年
三
豊
市
成
人
式
対
象
者

（
平
成
９
年
４
月
２
日
〜
平
成
10
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）
で
、
式
の
企
画
や
運

営
に
参
加
で
き
る
人

ス
タ
ッ
フ
会

　

式
ま
で
の
間
、
毎
月
１
回
、
１
〜
２

時
間
程
度
の
ス
タ
ッ
フ
会
を
開
催
し
ま

す
。
初
回
は
９
月
上
旬
の
予
定
で
す
。

申
し
込
み
期
限

　

７
月
31
日
（
月
）

開
催
予
定
日

日
時

場
所

品
目
と
出
し
方

応
募
資
格

ス
タ
ッ
フ
会

申
し
込
み
期
限

成人式企画・運営スタッフ募集

▲

申し込み・問い合わせ　生涯学習課　☎７３－３１３５

募集

お知らせ お知らせ

対　　　　　象　　　　　者
利 用 者
負担段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

負　担　限　度　額

（表１）  施設での負担限度額（日額）

（表２）  対象ごとの自己負担限度額

負　担　限　度　額　な　し

部　　屋　　代
食費ユニット型

個室
ユニット型
準個室

従来型
個室 多床室

0円 300円820円 490円 490円
（320円）

370円 390円820円 490円 490円
（420円）

370円 650円1，310円 1，310円 1，310円
（820円）

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市民
税を課税されていない人で、老齢福祉年金を受給して
いる人

・生活保護などを受給している人

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市民
税を課税されていない人で、上記第２段階以外の人

・上記以外の人

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市民
税を課税されていない人で、合計所得金額と課税年金
収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下
の人

か
つ
、
預
貯
金
な
ど
が

単
身
で
1
，
0
0
0
万
円

（
夫
婦
で
2
，
0
0
0
万
円
）
以
下

※介護老人福祉施設を利用した場合の負担限度額は、（　　）内の金額となります。

▲昨年は13人の新成人がスタッフとして活躍しました

くらし

市民対話集会を開催します

▲

問い合わせ　秘書課　☎7３－3001

7月18日（火）

7月19日（水）

7月23日（日）

7月24日（月）

7月27日（木）

7月28日（金）

午後7時～9時

午後1時30分～3時30分

午後7時～9時

豊中町
農村環境改善センター
三野町社会福祉センター

仁尾町文化会館

三豊市役所 西館

詫間福祉センター

山本支所

財田町公民館

時　間 場　所月　日

８
月
か
ら
高
額
介
護（
予
防
）サ
ー
ビ
ス

費
の
支
給
基
準
が
見
直
さ
れ
ま
す

　

高
額
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
同
じ

月
に
利
用
し
た
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

負
担
を
合
算
し
、
上
限
額
を
超
え
た
と
き
は
、

超
え
た
部
分
が
払
い
戻
さ
れ
る
制
度
で
す
。

※
同
じ
世
帯
内
に
複
数
の
利
用
者
が
い
る
場
合

は
世
帯
合
算

見
直
し
内
容

・
高
額
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
の
「
一
般
」

の
月
額
上
限
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

・
１
割
負
担
と
な
る
被
保
険
者
の
み
の
世
帯
に

つ
い
て
は
、
年
間
を
通
し
て
の
負
担
額
が
増

え
な
い
よ
う
に
「
平
成
29
年
８
月
か
ら
平
成

32
年
７
月
ま
で
、
年
間
上
限
額
と
し
て
４
４

６
，４
０
０
円
（
現
行
の
上
限
額
3
7
，

2
0
0
円
×
12
カ
月
）」
を
設
定
し
ま
す
。

※
表
2
中
の
世
帯
と
は
、
住
民
基
本
台
帳
上
の

世
帯
員
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
人

の
負
担
の
合
計
の
上
限
額
を
指
し
、
個
人
と

は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
本
人
の
上

限
額
を
指
し
ま
す
。

見
直
し
内
容

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の

更
新
時
期
で
す

　

負
担
額
の
減
額
認
定
を
受
け
た
人
に
は
、

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」
を
交

付
し
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証
は
低
所
得
の
人
が
、
介
護
保
険
３

施
設
（
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人

保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
）
や

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
時
に
食
費

や
部
屋
代
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
も
の

で
す
（
施
設
で
の
負
担
限
度
額
は
表
１
参
照
）。

　

現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
（
月
）
で
す
。
す

で
に
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
７
月
中
に

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
介
護
保
険
課
ま

た
は
各
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
規
で
認
定
を
受
け

た
い
人
は
、
介
護
保
険

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

対象となる人 自己負担限度額（月額）

44,400円（世帯）

24,600円（世帯）

15,000円（個人）

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

37,200円（世帯）《現行》
　　↓
44,400円（世帯）《見直し》

現役並み所得者に相当する人が
いる世帯の人

一般（世帯のだれかが市民税を
課税されている人）

世帯の全員が市民税を課税されていない人

前年の合計所得金額と公的年金
収入額の合計が80万円以下など

生活保護を受給している人など

※同じ世帯の全ての65歳以上
の人（サービスを利用してい
ない人を含む）の利用者負
担割合が1割の世帯に年間
上限額（446,400円）を設定


